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第3章 鳴門市の望ましい環境像 

私たちには、将来世代からの借り物である環境を、将来世代に引き継いでいく責任があります。本市の現状にお

ける環境の課題を解決し、利便性や物の豊かさだけに価値を求めるのではなく、生活の基盤であり豊かな恵みの源

である自然環境を守るとともに、自然と調和した暮らしと歴史文化を伝承し、豊かな心を育み、未来に輝く環境づく

りを進めていく必要があります。 

そのためには、５年、10 年という短い期間で変化し続ける社会状況、人々の価値観、経済状況、科学技術等

に振り回されることなく、50 年先、100 年先を視野に入れ、我々が本当に目指すべき鳴門市の環境、将来にわた

って住みつづけたいと思える鳴門、持続可能なまちを、妥協することなく追究していく必要があります。 

 

3.1 環境像の基本的な考え方 

望ましい環境像を掲げるうえでの基本的な理念として、次の『５つの環（わ）』を掲げます。 

自然の環、人と自然の環、人と人の環、ものの環づくりを進めると同時に、鳴門の社会的な位置づけとし

て環境と切り離せない観光という側面を活かした結びつけ、ネットワークを図ることによって、さらに大きな環

（持続可能性）の実現、キラリと光る鳴門の環境を目指します。  
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3.2 望ましい環境像 

「５つの環」の考え方にもとづき、条例の基本理念を踏まえた鳴門市が目指す望ましい環境像を次のと

おり掲げます。 

「環光のまち」とは、鳴門の多様で繊細な自然環境、自然をベースとして⾧い歴史の中で育まれてきた文

化や暮らし、産業、人、もてなしの心といった多彩な環境資源を保全・再生・創出するとともに、観光や地域

コミュニティ活動、教育等を通じて結びつけられたまち、を意味します。 

望ましい環境像を実現するため、『なると環境プラン 2025（鳴門市環境基本計画）』にもとづく、市民、

事業者、民間団体、行政の協創による施策の推進を図ります。 

 

3.3 計画の構成 

望ましい環境像の考え方にもとづき、３つの【基本方針】と、それに基づく15 の【個別目標】をたて、50 年

後の実現に向けた取組を推進していきます。 

 

望ましい環境像にもとづく、計画の施策体系は、次図に示すような構成になります。 
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図 3.1 計画の施策体系 


